
第10期 定時株主総会

招集ご通知
日 時

場 所

目的事項
報告事項

2024 年 4月 25日（木曜日）
午前 10時（受付開始 午前９時 30分）

第10期（2023年２月１日から 2024年１月 31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

東京都港区赤坂１－８－１ 赤坂インターシティAIR ４階
赤坂インターシティコンファレンス 401
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、
お間違いのないようご注意ください。）

決議事項 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
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株 主 の 皆 様 へ

代表取締役社長
中島 杏奈

皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
当社は 「もっと、面白く」というビジョンの実現を目指し、オリジナルIP

のモバイルオンラインゲーム運営と、各種メディア展開、及び他社様IPを使用
したライセンスビジネスの拡大に取り組んでおります。

2024年1月期においては、ゲーム事業・メディア事業双方からIPを盛り上
げ、末永くユーザー様に楽しんでいただけるIP運営を目指しました。ユーザー
の皆様に支えられ、『ドラッグ王子とマトリ姫』は８周年、『スタンドマイヒー
ローズ』は7周年、『魔法使いの約束』は4周年を迎えております。また、ゲー
ムサービスが終了したタイトルにつきましても、ユーザー様からの暖かい応援
とご支援をいただいており、『オンエア！』ではクラウドファンディングで
Nintendo Switch版の開発を進行、『&0』ではweb謎解きゲームやファンブ
ック等の準備を進行しております。
2025年1月期につきましては、5月9日に『ブレイクマイケース』をリリー

スする予定です。『ブレマイ』も、上記のタイトル同様、末永くユーザー様に
楽しんでいただけるIPとして、ゲーム・メディアの両軸で成長させてまいりま
す。
また新規事業につきましては、当社の強みであるエンタメを軸としながら、

AI活用市場や、女性向け市場での事業展開も進行しております。2024年1月
期においては、複数の新規事業に種まきをした状態であり、2025年1月期に
は芽吹くことを見込んでおります。開花の兆しが見えたものから成長軌道にの
せてまいります。

2024年1月期に引き続き2025年1月期につきましても、新規ゲーム開発費
用が先行することが見込まれますが、運営中IPを丁寧に運用することに加え、
新規モバイルゲーム『ブレイクマイケース』を成長させることで、利益の確保
を目指してまいります。
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証券コード4175
2024年４月10日

（電子提供措置の開始日 2024年４月３日）
株 主 各 位

東 京 都 港 区 赤 坂 ４ － ２ － ６
住 友 不 動 産 新 赤 坂 ビ ル ５ 階

株 式 会 社 c o l y
代表取締役社長 中 島 杏 奈

第10期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第10期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト（https://colyinc.com/ir/meeting/）

上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証上場会社情報サービス
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦

覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。
当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2024年4月24日（水曜日）午後
7時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1． 日 時 2024年４月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
2． 場 所 東京都港区赤坂１－８－１ 赤坂インターシティAIR 4階

赤坂インターシティコンファレンス401
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いた
だき、お間違いのないようご注意ください。）

3． 目的事項
報告事項 第10期（2023年２月１日から2024年１月31日まで）事業報告及び計算

書類報告の件
決議事項 第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
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詳細は次頁をご覧ください。

株主総会における議決権は、次のいずれかの方法により行使いただくことができます。

株主総会へのご出席 書面の郵送 インターネット

お手数ながら、本冊子をご持参い
ただくとともに、同封の議決権行使
書用紙を会場受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に各議案
に対する賛否をご表示いただき、行
使期限までに到着するようご返送く
ださい。

パソコン又はスマートフォンから、
次の議決権行使ウェブサイトにアク
セスし、画面の案内に従って、各議
案に対する賛否をご登録ください。

議決権行使ウェブサイト▶
https://www.web54.net

株主総会開催日時
2024年４月25日（木曜日）

午前10時

行使期限
2024年４月24日（水曜日）

午後７時到着

行使期限
2024年４月24日（水曜日）
午後７時入力完了分まで

重複して行使された議決権の取扱いについて
（1）書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」

を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
（2）インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使と

して取り扱わせていただきます。

※議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
※当社では、定款第16条の定めにより代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名に委任することができ
ます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出ください。
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議決権行使書

※QRコード®は、株式会社
デンソーウェーブの
登録商標です。

見本

見本

三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

（受付時間９：00～21：00）

システム等に関するお問い合わせ

0120-652-031

Click

Click

「スマート行使」による議決権行使は１回に限り可能です。！
※ 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力
いただく必要があります（議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net
へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主
様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議
決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

各議案の賛否を選ぶ
画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

2

１ １

2

3

「スマート行使」へアクセスする

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用
議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取っ
てください。

https://www.web54.net
議決権行使サイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」を
ご入力ください。

ログインする

パスワードを入力する

「議決権行使コード・パスワード入力」
による方法

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」による方法

インターネットによる議決権行使について

「パスワード」を入力

「次へ」をクリック
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株主総会参考書類
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第１号議案 定款一部変更の件
定款の一部を次のとおり変更することにつき、ご承認をお願いするものであります。

１．提案の理由
当社の事業拡大へ向けて現行定款第２条（目的）の事業目的を変更・追加し、また、法令に定める監査役

の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期限
を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します）
現行定款 変更案

第1条 （条文省略）

（目的）
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
１. ～ ２.（条文省略）
３. キャラクターグッズの企画、製作、販売
４. （条文省略）
５. 著作権・著作隣接権・商標権・意匠権・特許権な

どの知的財産権の取得、利用開発、管理、利用許
諾、販売

６. インターネットを利用した通信販売
７. インターネットを利用した広告事業

８. ～ 11.（条文省略）
＜新設＞

第1条 （現行どおり）

（目的）
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
１. ～ ２.（現行どおり）
３. 各種キャラクターグッズの企画、製作、販売
４. （現行どおり）
５. 著作権・著作隣接権・商標権・意匠権・特許権な

どの知的財産権の取得、利用開発、管理、利用許
諾、販売、譲渡

６. 通信販売業
７. 広告・宣伝、販売促進及びマーケティングの企

画、立案、制作、実施、コンサルティング、代行、
取次及び代理

８. ～ 11.（現行どおり）
12. その他適法な一切の事業
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現行定款 変更案
第3条～第30条 （条文省略）

（選任方法）
第31条 （条文省略）
２ （条文省略）
＜新設＞

＜新設＞

＜新設＞

＜新設＞

第32条～第45条 （条文省略）

第3条～第30条 （現行どおり）

（選任方法）
第31条 （現行どおり）
２（現行どおり）
３ 法令または定款に定める監査役の員数を欠くこと
になる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選
任することができる。
４ 補欠監査役の選任決議の定足数は、第２項の規定
を準用する。
５ 第３項により選任された補欠監査役が監査役に就
任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
６ 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来す
る定時株主総会が開催されるまでの間とする。

第32条～第45条 （現行どおり）
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第２号議案 取締役４名選任の件
取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任

をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号 氏名 現在の当社における地位及び担当

１ 中 島 杏 奈
1988年12月１日生

再任 代表取締役社長

２ 中 島 瑞 木
1988年12月１日生

再任 代表取締役副社長

３ 佐々木 大 地
1990年12月28日生

再任 取締役執行役員

４ 秋 山 裕 俊
1990年11月14日生

再任 社外 社外取締役

2024年03月28日 23時41分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 7 ―

候補者番号

１
な か じ ま あ ん な

中島 杏奈
(1988年12月１日生）

所有する当社の株式数
400,000株 再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2012年４月 株式会社産業経済新聞社 入社
2014年２月 当社設立 代表取締役就任
2018年４月 当社 代表取締役副社長就任
2020年11月 株式会社South air設立 代表取締役就任(現任)
2023年８月 当社 代表取締役社長就任(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社South air 代表取締役
取締役候補者とした理由
当社を創業し設立以来当社の代表取締役を務め経営を担っており、主にマーケティング戦略及びコンテンツ戦略を統括、現在は経営

全般を統括し、重要な意思決定と業務執行に対する監督機能を適切に果たしてまいりました。引き続き当社の成長戦略と企業価値向上
に欠かせないものと判断し、取締役候補者としております。

候補者番号

２
な か じ ま み ず き

中島 瑞木
(1988年12月１日生）

所有する当社の株式数
400,000株 再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2013年４月 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 投資銀行本部 入社
2014年２月 当社設立 代表取締役就任
2018年４月 当社 代表取締役社長就任
2020年11月 株式会社South air 代表取締役就任(現任)
2023年８月 当社 代表取締役副社長就任(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社South air 代表取締役
取締役候補者とした理由
当社を創業し設立以来当社の代表取締役を務め経営を担っており、主にビジョン戦略及び組織戦略を統括、現在は新規事業を統括

し、重要な意思決定と業務執行に対する監督機能を適切に果たしてまいりました。引き続き当社の成長戦略と企業価値向上に欠かせな
いものと判断し、取締役候補者としております。
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候補者番号

３
さ さ き だ い ち

佐々木 大地
(1990年12月28日生）

所有する当社の株式数
397,000株 再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2014年２月 当社 入社
2018年４月 当社 取締役就任
2018年11月 当社 取締役ゲーム事業本部長就任
2022年４月 当社 取締役執行役員第１ディビジョン長就任
2022年10月 当社 取締役執行役員開発推進担当就任
2024年２月 当社 取締役執行役員(現任)
(重要な兼職の状況)
ー

取締役候補者とした理由
2014年創業時より当社に参画しており、プロデューサーとして複数のゲームプロジェクトの立ち上げを担当、2018年より取締役と

して新規ゲームの開発から運営、IP展開までコンテンツ事業をはじめ新規事業等、事業全般に従事しております。これまでの当社の成
長への貢献と実績から引き続き当社の成長に欠かせないものと判断し、取締役候補者としております。

候補者番号

４
あ き や ま ひ ろ と し

秋山 裕俊
(1990年11月14日生）

所有する当社の株式数
ー株 再任 社外

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2014年４月 株式会社レイヤーズ・コンサルティング 入社
2019年４月 当社 社外取締役就任(現任)
2020年１月 株式会社レイヤーズ・コンサルティング 事業戦略事業部マネージャー
(重要な兼職の状況)
ー

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
コンサルティングファームにおける豊富な経験から、経営に関する深い見識を備えております。取締役会においても社外取締役とし

て独立、公正な立場から、経験に基づく発言を行っております。秋山裕俊氏が選任された場合には、同氏の持つ経営に関する深い見識
を活かして、独立した監視・監督を通じ、当社の中長期的な成長に貢献いただくことが期待されることから、同氏を社外取締役候補者
としております。

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．中島杏奈氏及び中島瑞木氏は、現在親会社である株式会社South airの業務を執行しております。なお、株式会社South

airにおける地位及び担当につきましては「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
３．秋山裕俊氏は、社外取締役候補者であります。
４．秋山裕俊氏の当社の社外取締役としての在任年数は本定時株主総会終結の時をもって５年です。
５．当社は、株式会社東京証券取引所に対し秋山裕俊氏を独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合には、引き続き

独立役員となる予定であります。
６．当社と秋山裕俊氏は会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任

限度額は法令の定める最低責任限度額であります。同氏が再任された場合には、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継
続する予定であります。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が
負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害
を当該保険契約により補填することとしており、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、次回更新時には契約更新を予定しております。
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第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任

をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 現在の当社における地位

１ 早 川 治 彦
1952年11月12日生

再任 社外 常勤監査役

２ 須 黒 統 貴
1982年８月24日生

再任 社外 社外監査役

３ 東 條 桜 子
1989年１月22日生

新任 社外 ー
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候補者番号

１
は や か わ は る ひ こ

早川 治彦
（1952年11月12日生）

所有する当社の株式数
－株 再任 社外

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1975年４月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社) 入社
1999年３月 ユーホーケミカル株式会社 入社
2001年10月 郷商事株式会社 入社 経営企画室室長
2008年５月 同社 執行役員就任
2009年１月 東亜インダストリー株式会社 代表取締役常務就任
2009年１月 上海桃郷橡塑有限公司(郷商事株式会社 子会社) 董事長就任
2013年５月 郷商事株式会社 上席執行役員就任
2018年４月 当社 常勤監査役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
ー

社外監査役候補者とした理由
経営者としての豊富な経験を有しており、経営全般に関する深い見識を備えております。取締役会及び監査役会においても社外監査

役として独立、公正な立場から、経営者としての経験に基づき経営全般に関わる事項や、内部統制に関わる事項等、多角的な見地から
有用な指摘や意見を述べております。早川治彦氏が選任された場合には、同氏の持つ経営に関する深い見識を活かして、独立した監
視・監督を通じ、当社のコーポレートガバナンスの実現及び中長期的な成長に貢献いただくことが期待されることから、同氏を社外監
査役候補者としております。

候補者番号

２
す ぐ ろ の り た か

須黒 統貴
（1982年８月24日生）

所有する当社の株式数
－株 再任 社外

略歴、地位及び重要な兼職の状況
2006年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
2010年10月 公認会計士登録
2017年１月 須黒統貴公認会計士事務所 開設 所長就任(現任)
2017年２月 税理士登録 須黒統貴税理士事務所 開設(現任)
2019年４月 当社 社外監査役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
須黒統貴公認会計士事務所 所長
須黒統貴税理士事務所
社外監査役候補者とした理由
公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。取締役会及び監査役会におい

ても社外監査役として独立、公正な立場から、公認会計士・税理士としての専門的知識と経験から特に会計・財務及び内部統制に関す
る有用な指摘や意見を述べております。須黒統貴氏が選任された場合には、同氏の持つ財務及び会計に関する深い見識を活かして、独
立した監視・監督を通じ、当社のコーポレートガバナンスの実現及び中長期的な成長に貢献いただくことが期待されることから、同氏
を社外監査役候補者としております。
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候補者番号

３
と うじょう さくら こ

東條 桜子
（1989年１月22日生）

所有する当社の株式数
－株 新任 社外

略歴、地位及び重要な兼職の状況
2015年12月 弁護士登録 第二東京弁護士会所属
2016年１月 西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) 入所
2021年５月 ペンシルバニア大学ロースクール(LL.M.M.)卒業
2021年10月 外苑法律事務所 入所(現任)
2024年３月 株式会社AGEST 社外監査役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
外苑法律事務所
株式会社AGEST 社外監査役
社外監査役候補者とした理由
弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を備えております。東條桜子氏が選任された場合には、同氏の持つ法律に

関する深い見識を活かして、独立した監視・監督を通じ、当社のコーポレートガバナンスの実現及び中長期的な成長に貢献いただくこ
とが期待されることから、同氏を社外監査役候補者としております。

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．早川治彦氏、須黒統貴氏及び東條桜子氏は、社外監査役候補者であります。
３．早川治彦氏及び須黒統貴氏は、現在当社の社外監査役でありますが、それぞれの監査役としての在任期間は、本総会終結の

時をもって早川治彦氏が６年、須黒統貴氏が５年です。
４．東條桜子氏の戸籍上の氏名は梶尾桜子であります。
５．当社は、株式会社東京証券取引所に対し早川治彦氏及び須黒統貴氏を独立役員として届け出ており、両氏が再任された場合

には、引き続き独立役員となる予定であります。また、東條桜子氏につきましても、独立役員として同取引所に届け出る予
定であります。

６．当社と早川治彦氏及び須黒統貴氏は会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ
く損害賠償責任限度額は法令の定める最低責任限度額であります。両氏が再任された場合には、当社は両氏との間で上記責
任限定契約を継続する予定であります。また、東條桜子氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契
約を締結する予定であります。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が
負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害
を当該保険契約により補填することとしており、各監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、次回更新時には契約更新を予定しております。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願い

いたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

か わ の よ し き

川野 芳樹
（1961年７月30日）

所有する当社の株式数
－株 社外

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1985年４月 農林中央金庫 入庫
2012年７月 協同セミナー株式会社 代表取締役社長就任
2014年７月 系統債権管理回収機構株式会社 代表取締役社長就任
2016年３月 井関農機株式会社 常勤監査役就任
2021年３月 同社 常務執行役員就任
2024年４月 農林漁業団体職員共済組合 監事就任(現任)
(重要な兼職の状況)
農林漁業団体職員共済組合 監事
補欠の社外監査役候補者とした理由
長年にわたる金融機関での職務経験に基づいた財務及び会計に関する豊富な知識を有しているほか、経営者としての豊富な経験を有

しております。川野芳樹氏が就任した場合には、同氏の持つ財務・会計及び経営に関する深い見識を活かして、独立した監視・監督を
通じ、当社のコーポレートガバナンスの実現及び中長期的な成長に貢献いただくことが期待されることから、同氏を補欠の社外監査役
候補者としております。

（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．川野芳樹氏は、補欠の社外監査役候補者であり、就任した場合、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出る予

定です。
３．川野芳樹氏が就任した場合は、当社は同氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま

す。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令の定める最低責任限度額であります。
４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が

負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害
を当該保険契約により補填することとしており、川野芳樹氏が就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることと
なります。

以上

2024年03月28日 23時41分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



第10期事業報告（2023年２月１日から2024年１月31日まで）

― 13 ―

１．会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当事業年度における我が国経済は、雇用・所得環境が改善する中、各種政策が奏功し緩やかな回復が続き
ました。一方で、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念等、海外景気の下振れが我が国の
景気を下押しするリスクは継続しており、景気の先行きは不透明な状況が続いております。
当社が主に事業を展開する日本のモバイルオンラインゲーム市場は、2012年より市場が拡大し2022年に

は１兆2,129億円となり、成長は鈍化傾向にあるものの（注1）、安定した市場規模を維持しております。し
かし、海外ディベロッパーのモバイルオンラインゲームをはじめとした高品質な商品の台頭や、開発の長期
化や開発費の高騰等、市場環境は厳しさを増しています。一方で、2023年のキャラクタービジネスの推定
市場規模については前年を上回る見込みであり、底堅く推移しました。
このような市場環境を受け、当社ではゲーム・メディア（グッズ販売・イベント開催等のゲーム外展開を

指す）双方からIP（注2）を盛り上げ、末永くユーザー様に楽しんでいただけるIP運営を目指しました。
モバイルオンラインゲーム事業については、今一度ユーザー様ファーストの視点に立ち返り、IPとしての

信用獲得に注力してまいりました。当期で７周年を迎えた『スタンドマイヒーローズ』につきましては、４
月に大型リニューアルを実施し、UIの一新や新機能を追加したほか新章を開始し、その後も各種アップデー
トやイベント、コラボレーションを開催しました。『魔法使いの約束』につきましては、上期に700万ダウ
ンロードを達成後、メインストーリー第２部の完結から各種コラボや４周年イベントにつなげ、常に盛り上
がりを作る運営に注力しました。引き続き、各種キャンペーン・イベントを展開しながら、11月に発表した
アニメ化プロジェクトに向けて、ゲーム内外での施策を展開しております。当期リリース目標だった『ブレ
イクマイケース』につきましては、よりよいものをユーザー様にお届けすべく、リリース時期を2024年５
月に再設定し開発を進めているほか、出演声優による生放送配信の実施や、グッズの先行販売等、リリース
前から認知を広めるべくマーケティングを展開しました。運営中のゲームは成熟期を迎えており売上に伸び
悩みがみられるものの、引き続き、ユーザー様にとって魅力のある運営を実施しながら、メディアと絡めつ
つIPとしての成長を目指してまいります。また、同時に新たなIPの創出・新たなゲームの開発を進行し、安
定成長のための準備を推進します。
メディア事業においては、「coly cafe!池袋PARCO店」や「coly more!心斎橋PARCO店」をオープン

し、自社IPのグッズ販売やコラボカフェの開催等を実施したほか、リアルイベントの開催や舞台への出資、
有名商品と当社IPのコラボレーションによるライセンスビジネス等、IPの魅力の最大化を図りました。また、
他社様IPを活用したライセンスビジネスや「推し活」を応援する事業を展開し、メディア事業は前年売上を
上回る結果となりました。
新規事業においては、AIを活用した新たなエンタメの創出及びゲーム開発等への活用による生産性の向上

を目指しました。
売上につきましては、前述のとおり、メディア事業は前年を上回り好調に推移したものの、運営中ゲーム

の売上の伸び悩みを補うには至らず、前期比で減少しました。費用につきましては、現在開発中の『ブレイ
クマイケース』の開発が大詰めを迎え開発費用が増加していることや大手エンターテインメント企業様との
協業案件の費用が先行していること、新規施策・新規事業への先行投資をすすめたことにより前期比で増加
いたしました。
その結果、当事業年度の業績につきましては、売上高5,064,540千円（前期比8.5％減）、営業損失

813,715千円（前事業年度は営業損失207,318千円）、経常損失794,573千円（前事業年度は経常損失
206,946千円）、当期純損失830,746千円（前事業年度は当期純損失320,780千円）となりました。
なお、当社はコンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。

（注1）出典：株式会社角川アスキー総合研究所「ファミ通モバイルゲーム白書2023」
（注2）Intellectual Property(知的財産)の略。ゲーム業界ではゲームの版権(著作権)を指します。
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売上高

5,064,540千円 （前期比 8.5 ％減）

経常損失

794,573千円 （前期比 - ％）

当期純損失

830,746千円 （前期比 - ％）

自己資本比率

前期末 91.1％ 当期末 88.3％

（2）設備投資の状況
当事業年度において特筆すべき事項はありません。

（3）資金調達の状況
当事業年度において特筆すべき事項はありません。

（4）対処すべき課題
当社が対処すべき主要な課題は、以下のとおりと認識しております。

① ターゲット層の拡大
当社は「ユーザー様ファースト」を徹底した魅力的なコンテンツを継続して提供し、ターゲット層を拡大

することが重要な課題であり、事業の安定的な成長につながると考えております。モバイルオンラインゲー
ムの企画、開発及び運営により培ったノウハウを活用し、クオリティの高い自社作品を創出するとともに、
他社様との協業により新規作品を拡充することで安定的なポートフォリオの構築に努めます。

② ユーザー獲得の強化
当社は、提供するコンテンツのユーザー数の増加がコンテンツ自体の長期運営及び更なる業績拡大のため

の重要な課題であると考えております。今後ユーザー獲得のため、SNS等の新規広告媒体やメディア媒体へ
の露出強化に加え、アニメ化・舞台化・コミカライズなどを通じたメディアミックスの積極的な展開により、
ユーザー獲得の強化を図ってまいります。

③ 適正な配信プラットフォームの選択
当社は、コンテンツをターゲット層に届けるためのプラットフォームを適正に選択することが、事業の安

定的な成長につながると考えております。昨今、モバイル業界では、端末、OS、プラットフォーム、課金シ
ステム等の分野で多数の事業者が世界規模の競争を行っており、著しい環境変化を引き起こしております。
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これに伴い、ターゲット層のメディア利用状況も刻々と変化しています。当社は、ターゲット層のメディア
利用状況について日々情報収集を行うことで、その変化に的確に対応し、ビジネス効率を最大化すべく、適
正な配信プラットフォームの選択に努めてまいります。

④ システム技術・インフラの強化・新技術への対応
当社は、システム開発及びサーバー構築・保守にあたって、他社様のサーバー等に関するサービスを機動

的に利用しながら行っております。当社のコンテンツは、スマートフォン等のモバイル端末を通じたインタ
ーネット上で提供していることから、システムの安定的な稼働及びモバイル端末の技術革新への対応が重要
な課題と考えております。これに対して、当社はサーバー等のシステムインフラについて、継続的な基盤強
化を進めるとともに、システム開発につきましても、開発プログラムのユニット化や標準化を進めることで
生産性を向上させ、技術革新にも迅速に対応できる体制作りに努めてまいります。

⑤ コンテンツ事業における領域拡大
当社は、更なる事業拡大のため、コンテンツ事業における収益源の多様化が重要な課題と考えております。

そのため、当社がこれまで培ってきたノウハウを活かしつつ、専門企業との連携も含めて、当社コンテンツ
とシナジーのあるアニメーション・出版物の制作や舞台・イベントの実施、飲食事業、グッズの販売等に展
開し各IPの成長の最大化を目指します。ゲーム以外のコンテンツ事業を新たな軸として確立し、ゲームと連動
させることで、より豊かで新しい体験をユーザー様に提供してまいります。

⑥ 優秀な人材の確保と組織体制の強化
当社は、今後の成長のために、優秀な人材の確保及び当社の成長フェーズに沿った組織体制の強化が不可

欠であると認識しております。人材の確保については福利厚生の充実、人事評価制度の整備等に努めており
ます。 また、組織体制につきましては、個々のチーム・従業員が最大限のパフォーマンスを出せるよう計数
指標管理に基づいた組織マネジメントを図るとともに、事業環境に適応した組織体制・内部管理体制の強化
を実施してまいります。

⑦ コスト管理の徹底
開発期間の長期化及び開発体制の大規模化に伴い、開発コストが高騰傾向にある中、安定的に利益を創出

するためには、コスト管理の徹底が重要と考えています。適正な人員配置と業務委託等を組み合わせながら
開発コストをコントロールしてまいります。また広告宣伝におきましても、精密にKPI分析及び広告の効果測
定を行うことで費用対効果を高めていきます。

⑧ 新規事業投資
当社の主力事業であるモバイルオンラインゲームは、開発費の高騰や競争激化により、事業リスクは年々

増加傾向にあります。このような事業環境の中、当社の強みやノウハウを活かし、新規事業へ挑戦していく
ことは、企業の持続的な成長及び安定的な収益基盤確立のためには重要であると認識していることから、中
長期を見据え積極的に取り組んでいきます。
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1,199.00

△58.29

5,537,488

△206,946 △320,780

■ 売上高（千円） ■ 経常利益（千円） （千円）

■

■

■

当期純利益

1株当たり当期純利益（円） ■ 総資産（千円） ■ 純資産（千円） 1株当たり純資産額（円）

第10期
（当期）

第8期第7期 第9期

第10期
（当期）

第8期第7期 第9期

第10期
（当期）

第8期第7期 第9期

第10期
（当期）

第8期第7期 第9期

第10期
（当期）

第10期
（当期）

第8期

第8期

第7期

第7期

第9期

第9期

3,522,839

7,760,225
6,918,716

7,243,907
6,597,864

2,144,136

6,331,634

312.19

2,071,054

964,093

1,276.63

1,404,870

476.47

1,466,101

6,519,896

177.89

5,064,540

△794,573 △830,746

1,048.036,529,526
5,767,118

△150.97

（5）財産及び損益の状況の推移

区分 第７期
2021年１月期

第８期
2022年１月期

第９期
2023年１月期

第10期
2024年１月期

売上高 （千円） 6,331,634 6,519,896 5,537,488 5,064,540
経常利益又は経常損失
（△） （千円） 2,071,054 1,466,101 △206,946 △794,573
当期純利益又は当期純損
失（△） （千円） 1,404,870 964,093 △320,780 △830,746
１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失
（△）

（円） 312.19 177.89 △58.29 △150.97

総資産 （千円） 3,522,839 7,760,225 7,243,907 6,529,526
純資産 （千円） 2,144,136 6,918,716 6,597,864 5,767,118
１株当たり純資産額 （円） 476.47 1,276.63 1,199.00 1,048.03
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
当社の親会社は株式会社South airであり、同社は当社の株式を2,780千株（出資比率50.52％）保有して

います。当社と親会社との間に重要な取引及び契約はありません。

（7）主要な事業内容（2024年１月31日現在）
コンテンツ事業

① モバイルオンラインゲーム開発・運営
② MD（マーチャンダイジング）

当社が開発したモバイルオンラインゲームに登場するキャラクター商品の企画・販売を行うグッズ販売
及びイベント企画・運営、自社IPの利用許諾によりライセンス料を受領するライセンス事業
他社様IPを活用したキャラクター商品の企画・販売を行うグッズ販売及びイベント企画・運営

（8）主要な事業所（2024年１月31日現在）
本社 東京都港区

（9）従業員の状況
従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数

290（84） △40 31歳４か月 3年２か月
(注) 従業員数は正社員の人員数を記載し、（）内に契約社員・アルバイト等の年間平均人員数を外数で記載し

ております。また前期末比増減には正社員の人員数の増減数を記載しております。平均年齢及び平均勤
続年数は、正社員のみで算定しております。

（10）主要な借入先（2024年１月31日現在）
該当事項はありません。
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証券会社
4.00％

個人・その他
40.74％

金融機関
2.09％

その他国内法人
52.41％

外国人
0.76％

所有者別株式分布状況
２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 18,000,000株

（2）発行済株式の総数 5,502,900株
(うち自己株式 80株)

（3）株主数 2,567名

（4）大株主

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社South air 2,780 50.52

中島 瑞木 400 7.27

中島 杏奈 400 7.27

佐々木 大地 397 7.23

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 107 1.96

野村證券株式会社 102 1.86

上田八木短資株式会社 64 1.17

永井 詳二 56 1.03

株式会社SBI証券 33 0.61

JPモルガン証券株式会社 30 0.55

（注）持株比率は、自己株式（80株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度末日における新株予約権の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2024年１月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 中島 杏奈 株式会社South air 代表取締役
代表取締役副社長 中島 瑞木 株式会社South air 代表取締役
取締役 佐々木 大地 執行役員開発推進担当
取締役 秋山 裕俊
常勤監査役 早川 治彦

監査役 中川 直政 日比谷パーク法律事務所 パートナー
森トラストリート投資法人 監督役員

監査役 須黒 統貴 須黒統貴公認会計士事務所 所長
須黒統貴税理士事務所

（注）１．取締役秋山裕俊氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．常勤監査役早川治彦氏、監査役中川直政氏、監査役須黒統貴氏は、会社法第２条第16号に定める社外

監査役であります。
３．当社は、株式会社東京証券取引所に対し、秋山裕俊氏、早川治彦氏、中川直政氏、須黒統貴氏の４名

を独立役員として届け出ております。
４．監査役中川直政氏は弁護士資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を備えております。

監査役須黒統貴氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
を備えております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役がその期待される役割を十分に発揮でき

るよう、現行定款において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任の
限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定めており、現在当社の社外取締
役及び各社外監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、法令が定める最低責任限度額としております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保

険者が負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の
被保険者は当社の取締役及び監査役であり、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、法令違反
の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があり
ます。

（4）取締役及び監査役の報酬等
①役員報酬等の内容の決定に係る方針
決定方針の決定方法
当社は以下の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関して、取締役会において決議をし

て決定しております。

１．基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準の固定報酬

としての基本報酬を支払うことを基本方針とする。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、

従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

３．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受ける

ものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を
得るものとする。

②当事業年度に係る報酬等の総額

区分 支給人数
(名)

報酬等の種類別の額（千円） 計(千円)基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬
取締役(うち社外取締役) 4 (1) 64,200(1,200) ー ー 64,200(1,200)
監査役(うち社外監査役) 3 (3) 6,900(6,900) ー ー 6,900(6,900)

計(うち社外役員) 7 (4) 71,100(8,100) ー ー 71,100(8,100)
（注）１．取締役の報酬限度額は、2019年４月26日開催の第５期定時株主総会において年額160百万円以

内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締
役の員数は５名（うち社外取締役は１名）です。

２．監査役の報酬限度額は、2018年４月26日開催の第４期定時株主総会において年額10百万円以内
と決議いただいております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は２名です。

３．当社取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長（当時）中島瑞
木がその具体的な内容について委任を受け決定しております。委任した理由は、当社業績を勘案
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しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであり
ます。なお、取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役の意
見を得ることとしております。また、監査役の報酬については、監査役の協議によって決定して
おります。

４．役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の関与状況としては、取締役の報酬総額を取締役
会にて決定しております。なお、取締役の個人別の報酬額については、株主総会及び取締役会で
決定した報酬総額の範囲内で、代表取締役社長が上記の決定方針に基づいて決定しています。取
締役会は、社外取締役の同意を得ていることから、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に
沿うものであると判断しております。

（5）社外役員に関する事項
① 会社役員等の重要な兼職の状況
「４．会社役員に関する事項（1）取締役及び監査役の氏名等」に記載のとおりであります。なお、当社と
の間に特記すべき関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
氏名 地位 取締役会等への出席状況 主な活動状況

秋山 裕俊 社外取締役 取締役会 21回中21回
取締役会において、コンサルティングファームにお
ける豊富な経験及び幅広い知見に基づき経営全般に
おける有用な指摘や意見を述べており、当社の中長
期的な成長に貢献いただいております。

早川 治彦 常勤
社外監査役

取締役会 21回中21回
監査役会 15回中15回

取締役会及び監査役会において、経営者としての豊
富な経験に基づき経営全般に関わる事項や、内部統
制に関わる事項等、多角的見地から有用な指摘や意
見を述べております。

中川 直政 社外監査役 取締役会 21回中21回
監査役会 15回中15回

取締役会及び監査役会において、弁護士として培わ
れた専門的な知識・経験に基づき特に法令面、コン
プライアンス面での有用な指摘や意見を述べており
ます。

須黒 統貴 社外監査役 取締役会 21回中21回
監査役会 15回中15回

取締役会及び監査役会において、公認会計士・税理
士としての専門的知識と経験から特に会計及び財務
及び内部統制に関する有用な指摘や意見を述べてお
ります。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

27,720千円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

27,720千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に
係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬の見積もりの算定根拠等の妥当
性を総合的に勘案し相当と判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の
同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、上場会社の監査実績、会計監査人の規模、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監

査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、会計監査人を選定する方針としております。
また監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意

に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

６．会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制等の概要

当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス
体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と
位置づけております。下記の内部統制システム整備に関する基本方針について、取締役会において決議して
おります。

2024年03月28日 23時41分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 23 ―

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ａ）「取締役会規程」をはじめ社内諸規程の制定、適正な運用とともに、必要に応じて発展的に改正等を行

う。
（ｂ）「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、マニュアル等の策定、教育・研修を開催し、コンプライ

アンスの周知徹底と意識の維持・向上を図る。
（ｃ）「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。内部監査担当及び代表取締役社長は必要に応じて、監

査法人及び監査役会と連携し、情報交換等を行い、効率的な内部監査を実施する。
（ｄ）取締役及び使用人が法令もしくは定款に抵触する行為が認められたとき、それを告発しても、当該人

が不利益な扱いを受けない旨の「内部通報規程」の運用を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、職務執行に関わる文書（電磁的記録を含む）の保存及び管理の取扱いについては、「文書管理規

程」に基づき必要に応じて適時見直し整備、作成、保管及び廃棄等の取扱いを明確にするとともに、次のよ
うに定めております。
（ａ）取締役会議事録、株主総会議事録、社内規程、各種契約書などの重要な文書及び情報は、電磁的記録

媒体等へ記録し、「文書管理規程」の定めに従い、法令の保存期間に準じて定められた期間、適正に保
存及び管理する。

（ｂ）文書管理主管部門は管理本部とし、取締役及び監査役の閲覧請求に対して常に閲覧に供するものとす
る。

③ 損失の危険に関する規程その他の体制
（ａ）取締役がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リスク・コン

プライアンス規程」に基づき、内容・性質に応じて最も相応しい主管部門及び関連部門を定め、管理
体制を構築する。

（ｂ）リスク・コンプライアンス委員会において、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の
強化を図る。

（ｃ）危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適
切かつ迅速な対応を行い、損害の拡大防止を最小限にとどめる。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の効率的な職務執行体制を確保するために、次のように定めております。

（ａ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則として毎月１回の定例取締役会を
開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を確保する。

（ｂ）取締役は「取締役会規程」の定めに従い、取締役会において、職務執行状況を報告する。
（ｃ）取締役の効率的な職務執行のため、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、組織の職務及び権

限、責任を明確にする。
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⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその
使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役と協議の上、

必要に応じて使用人を監査役付きとして指名し、職務に専念させることとしております。
（ａ）監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を配置する。
（ｂ）監査役が指定する補助期間中、当該使用人の指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役及び他の

者の指揮命令は受けず遂行し、取締役からの独立性を確保する。
（ｃ）当該使用人の人事異動及び人事考課については、監査役の同意を得るものとする。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役又は使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施

状況、重大な社内通報制度等に基づき、監査役に報告する体制を整備しております。
（ａ）監査役は取締役会の他、重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めるこ

とができる。また、会議に付議されない重要な報告書類等について閲覧し、必要に応じ内容の説明を
求めることができる。

（ｂ）取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、
「内部通報規程」に基づき速やかに監査役に報告する。

（ｃ）取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の理由を求められた場合には、速やかに報告
する。

⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（ａ）代表取締役社長、監査法人、内部監査室等は、監査役会又は監査役の求めに応じて、それぞれ定期的

及び随時に監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。
（ｂ）監査役は業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて、弁護士、公認会計士、その他専門家を

自らの判断で起用することができるものとする。
（ｃ）監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要

でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制システムの整備

及び運用を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、その適合性を確保しております。

⑨ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
（ａ）反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方

イ．当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下全員が反社会的勢力の排除
に取り組む。
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ロ．反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は、
一切を拒絶する。

（ｂ）反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ．当社は「反社会的勢力対応規程」において明文化し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組

み、当社全役職員の行動指針とする。
ロ．取引先等について、反社会的勢力との関係に関して１年に１回以上の確認を行い、「取引先チェック

シート」として、管理本部にて厳重に保管管理する。
ハ．反社会的勢力の該当の有無の確認のため、外部関係機関から得た反社会的勢力情報の収集に取り組

む。
ニ．反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の

外部専門機関と、より密接な連携関係の構築を行う。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況については下記のとおりとなっております。

① 取締役会の職務執行
当社の取締役会は取締役４名で構成されており、うち１名が社外取締役となっております。取締役会は、

原則月１回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を
行える体制としております。取締役会では、法令、定款で定められた事項及び取締役会規程に基づき、経営
に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務進捗報告等を行っております。
また、取締役会の議案については事前に全取締役・監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
なお、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま

す。

② 監査役会の監査
当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名の社外監査役で構成されております。

監査役会は原則月１回の定例監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、
監査実施状況等の情報共有を図っております。
また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行う他、効率的な監査を実施するため、適宜、内部

監査担当者及び監査法人等と積極的な連携、意見交換を行っております。

③ コンプライアンス体制の強化・推進
リスク・コンプライアンス委員会は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき構成しており、当社の代

表取締役社長が委員長を務め、委員長及び委員長指名の委員が出席のもと、原則として四半期に１回開催し
ております。基本方針、計画及び体制の策定、関係規則、マニュアル等の策定等について協議し、コンプラ
イアンス体制の充実に向けた意見の交換を行っております。
また、リスク・コンプライアンス委員会において、リスクマネジメント活動全般を適宜確認し、対応方針
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及び対応策の検討・策定を行い、リスク対応主管部門と連携し、対応を実施しております。

④ 内部監査室の監査
当社は、代表取締役社長直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者１名が監査計画に基づき

監査を実施しております。内部監査は各部門に対して原則として年１回以上の監査計画を組み、内部監査結
果について代表取締役社長への適宜報告及び監査役会との連携を行っております。

（3）株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけておりますが、財務体質の強化

と事業拡大のための内部留保の充実等を図り、運転資金もしくは設備投資に充当することで更なる事業拡大
をすることが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
そのため、創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であり

ます。
将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業

環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点にお
いて配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年１回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年１

回中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

2024年03月28日 23時41分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



計算書類

― 27 ―

貸借対照表（2024年１月31日現在）
（単位：千円）

科目 金額
（資 産 の 部）
流 動 資 産 5,821,751
現 金 及 び 預 金 5,086,068

売 掛 金 501,940

商 品 86,869

貯 蔵 品 542

前 渡 金 41,968

前 払 費 用 68,089

そ の 他 36,272

固 定 資 産 707,774
有 形 固 定 資 産 31,681
建 物 22,026

工 具、 器 具 及 び 備 品 8,608

そ の 他 1,045

無 形 固 定 資 産 4,112
ソ フ ト ウ エ ア 4,112

投 資 そ の 他 の 資 産 671,981
投 資 有 価 証 券 438,476

関 係 会 社 株 式 30,100

出 資 金 47,634

敷 金 155,771

資産合計 6,529,526

科目 金額
（負 債 の 部）
流 動 負 債 762,407
買 掛 金 214,096

未 払 金 122,150

未 払 費 用 152,881

未 払 法 人 税 等 14,943

契 約 負 債 212,406

預 り 金 26,623

賞 与 引 当 金 19,037

そ の 他 267

負債合計 762,407
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 5,767,118
資 本 金 1,910,309
資 本 剰 余 金 1,905,309
資 本 準 備 金 1,905,309

利 益 剰 余 金 1,951,703
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,951,703

繰 越 利 益 剰 余 金 1,951,703

自 己 株 式 △203
純資産合計 5,767,118

負債・純資産合計 6,529,526
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損益計算書（2023年２月１日から2024年１月31日まで）
（単位：千円）

科目 金額

売上高 5,064,540

売上原価 3,226,884

売上総利益 1,837,656

販売費及び一般管理費 2,651,372

営業損失 813,715

営業外収益

受取利息 55

投資有価証券売却益 16,622

法人税等還付加算金 1,331

その他 1,255 19,264

営業外費用

為替差損 107

その他 15 122

経常損失 794,573

特別損失

固定資産除却損 73

減損損失 33,049 33,123

税引前当期純損失 827,696

法人税、住民税及び事業税 3,050

当期純損失 830,746
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株主資本等変動計算書（2023年２月１日から2024年１月31日まで）
（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当期首残高 1,910,309 1,905,309 1,905,309 2,782,449 2,782,449
当期変動額
当期純損失 － △830,746 △830,746
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － △830,746 △830,746
当期末残高 1,910,309 1,905,309 1,905,309 1,951,703 1,951,703

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △203 6,597,864 － － 6,597,864
当期変動額
当期純損失 △830,746 △830,746
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － －

当期変動額合計 － △830,746 － － △830,746
当期末残高 △203 5,767,118 － － 5,767,118
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個別注記表
１．重要な会計方針
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 ……… 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等 ……… 移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 ……… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）
貯蔵品 ……… 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ……… 定率法を採用しております。

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８～15年
工具、器具及び備品 ４年

無形固定資産 ……… 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 ……………… 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上することとしております。
なお、当期においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もない
ため、貸倒引当金を計上しておりません。

② 賞 与 引 当 金 ……………… 従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しており
ます。

（4）収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、取引の対価は履行義務を充
足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
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モバイルオンラインゲーム
モバイルオンラインゲームにおける主な履行義務は、ユーザーがゲーム内通貨を使用し購入するアイテム

等を利用できる環境を維持することであり、当該履行義務はユーザーによるアイテムの使用に基づき充足さ
れるため、その見積り期間に基づき収益を認識しております。

MD（マーチャンダイジング）
MDにおける主な売上は当社が開発したモバイルオンラインゲームに登場するキャラクターを使用したグ

ッズの販売であります。グッズ販売における主な履行義務は、商品を顧客に引き渡すことであり、当該履行
義務は商品を顧客に引渡した時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。

（5）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

２．会計方針の変更に関する注記
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用
することとしております。
これによる計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

商品 86,869千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しており、具体的に
は、営業循環過程から外れた商品に対して、販売見込期間までの間で、主に過去の販売実績及び販売見込
額に基づいて決定した規則的な簿価切り下げの方法によって、収益性の低下を反映しております。

② 主要な仮定
棚卸資産の評価における主要な仮定は、商品の販売見込期間及び販売見込額であります。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
商品の販売見込期間及び販売見込額は、経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積り

の前提や仮定に変更が生じた場合には、棚卸資産の評価の判断に重要な影響を与える可能性があります。
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４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 33,301千円

（2）関係会社に対する金銭債権又は債務
① 短期金銭債権 1,768千円
② 短期金銭債務 5,170千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
① 売上原価 34,829千円
② 販売費及び一般管理費 19,000千円

減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当該店舗に係る当事業年度及び翌事業年度以降の営業活動に係る将来キャッシュ・フローを慎重に検討し

た結果、当該店舗に係る固定資産の帳簿価額を減損損失として特別損失に計上したものであります。
用途 場所 種類 減損損失

店舗用設備 東京都 建物 21,962 千円
工具、器具及び備品 3,195

その他 7,891

６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,502,900株

（2）当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 80株

（3）配当に関する事項
該当事項はありません。
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７．税効果会計関係に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 284,218 千円
賞与引当金 5,829
商品評価損 29,238
ソフトウエア 8,346
減価償却超過額 4,302
減損損失 10,214
投資有価証券評価損 20,982
その他 7,400

繰延税金資産小計 370,533
税務上の繰越欠損金に係る評価
性引当額 △284,218
将来減算一時差異等の合計に係
る評価性引当額 △86,314

繰延税金資産 ー

８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針
当社は、資金運用については事業への投資を優先することを基本として、余剰資金は主に流動性の高

い金融資産で運用を行っております。また、デリバティブ取引や投機的な取引は行わない方針でありま
す。今後、リスクを回避するためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合は、規程等の整備を行っ
た上で実行する方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
敷金は、事務所等の賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金等は、全て１年以内の支払期日であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ａ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、敷金は、本社事務所の賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、当社では、新規取引先等について与信調査を行い、定期的なモニタリングを行
うとともに、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うことでリスクの低減を図っております。
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ｂ）市場リスクの管理
投資有価証券の投資信託については、市場価格の変動リスクに晒されておりますが定期的に把握され

た時価が取締役会に報告されております。

ｃ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、管理本部が月次に資金繰状況を管理するとともに、手元流動性を一定水準以上維持すること

により、流動性リスクを管理しております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2024年１月31日（当期の決算日）における金融商品の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額31,953千円）及び貸借対照表
に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資（貸借対照表計上額47,634千円）は
下表には含めておりません。また、「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払費用」「未払法人税
等」については、現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券
その他有価証券 436,622 436,622 ー
敷金 155,771 149,127 △6,643

資産計 592,393 585,750 △6,643

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価 …… 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価 …… 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 …… 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
区分 時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券

投資信託 ー 436,622 ー 436,622
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② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
区分 時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
敷金 ー 149,127 ー 149,127

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は公表されている基準価格によっており、レベル２の時価に分類しております。

敷金
敷金の時価は、返還時期を見積ったうえで、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な使

用を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

９．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

モバイルオンラインゲーム 3,264,475千円
MD（マーチャンダイジング） 1,800,065
顧客との契約から生じる収益 5,064,540

（2）収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針 (4)収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。
（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）
当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 492,791
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 501,940
契約負債（期首残高） 187,933
契約負債（期末残高） 212,406
契約負債は主に、ゲーム内有償通貨に係る顧客からの前受金等であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、187,933千円で

あります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格については、個別の契約が１年を超える重要な取引がないため、実務

上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
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10．関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

11．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,048円03銭
１株当たり当期純損失 150円97銭

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
２０２４年３月２5日

株式会社coly
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 木 康 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 澤 依 子

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社colyの２０２３年２月１日から２

０２４年１月３１日までの第１０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての 重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監査報告書

当監査役会は2023年２月１日から2024年1月31日までの第10期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話
回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門、その他の使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しま
した。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からのその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査
いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。
なお、監査上の主要な検討事項については、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その
監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年３月27日

株式会社coly 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 早 川 治 彦 ㊞
社外監査役 中 川 直 政 ㊞
社外監査役 須 黒 統 貴 ㊞

以 上
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